
�愛媛県告示第８３６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２２年７月２７日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２２年７月１３日

３ 指定道路の位置

伊予郡松前町大字筒井字中須賀３６８番地及び３６９番地

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ４．００メートル

� 幅員 ３４．９０メートル
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�愛媛県告示第８３７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西予市三瓶町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２２年７月２７日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 藤 博 西予市三瓶町垣生甲３７０番地

〃 片 山 勇 西予市三瓶町朝立２番耕地１５７番地

〃 紀伊野 五 男 西予市三瓶町朝立１番耕地２９６番地

〃 松 本 忠一郎 西予市三瓶町津布理１１２番地１

〃 西 本 定 義 西予市三瓶町安土４５番地

〃 菊 池 崇 之 西予市三瓶町和泉甲２２４番地２

〃 西 村 和 明 西予市三瓶町鴫山丙１８１番地

〃 井 上 � 年 西予市三瓶町垣生甲１８２番地

〃 � 岡 慶 治 西予市三瓶町二及１番耕地３３４番地

〃 松 本 忠 西予市三瓶町長早３番耕地２６番地１

〃 川 西 岩 和 西予市三瓶町周木６番耕地２３番地

〃 高 月 紀 道 西予市三瓶町有太刀７００番地４

〃 笹 田 昭 治 西予市三瓶町蔵貫浦６４７番地６

〃 二 宮 清 治 西予市三瓶町蔵貫３３８２番地

〃 濱 田 貞 一 西予市三瓶町皆江１７５５番地１８

〃 二 宮 八 廣 西予市三瓶町下泊６８９番地

監 事 松 木 泰 西予市三瓶町津布理３３０３番地

〃 洲 家 卯太麿 西予市三瓶町二及２番耕地５７６番地１

〃 三 好 藤 治 西予市三瓶町蔵貫浦１７番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 加賀城 惣 治 西予市三瓶町津布理７０番地５

〃 片 山 勇 西予市三瓶町朝立２番耕地１５７番地

〃 片 山 昭 典 西予市三瓶町朝立１番耕地９３番地１

〃 松 本 忠一郎 西予市三瓶町津布理１１２番地１

〃 西 本 定 義 西予市三瓶町安土４５番地

〃 菊 池 崇 之 西予市三瓶町和泉甲２２４番地２

〃 西 村 和 明 西予市三瓶町鴫山丙１８１番地

〃 井 上 � 年 西予市三瓶町垣生甲１８２番地

〃 � 岡 慶 治 西予市三瓶町二及１番耕地３３４番地

〃 河 野 親 光 西予市三瓶町長早３番耕地１０１番地

〃 川 西 岩 和 西予市三瓶町周木６番耕地２３番地

〃 井 上 富士大 西予市三瓶町有太刀１４１番地

〃 � 田 茂 西予市三瓶町蔵貫浦７３１番地

〃 三 好 恆 敏 西予市三瓶町蔵貫１２番地１

〃 柴 田 房 則 西予市三瓶町皆江２５１９番地

〃 田 中 房 秋 西予市三瓶町下泊６７６番地

監 事 宮 本 光 靖 西予市三瓶町朝立１番耕地１８番地１

〃 三 好 � 勝 西予市三瓶町垣生甲１４５０番地

〃 星 野 万 仁 西予市三瓶町皆江１８８６番地

�愛媛県告示第８３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第８３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線

西宇和郡伊方町釜木１７８２番地先から

同町釜木１７８１番地先まで
旧 ５．３～１７．７ ０．０８５

西宇和郡伊方町釜木１７８２番２から

同町釜木１７８１番２まで
新 ８．５～２４．８ ０．０８５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町釜木１７８２番２から

同町釜木１７８１番２まで
平成２２年７月２７日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 八幡浜宇和線
八幡浜市五反田１番耕地４２１番３から

同市五反田２番耕地３２番４まで
平成２２年７月２７日
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平成２２年７月２７日 発行
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